








住宅用火災警報器の設置について

　改正消防法が施行され、既存住宅の、寝室や階段上に住宅用火災警報器の設置が義務付けられて
います。電気店・ホームセンター・ガス販売店で、2,000円～15,000円前後で販売しております。取り

付けは商品付属の説明書に従っていただければ、簡単に取り付け出来ます。

住宅用火災警報器についてのお問い合わせ先
幡多西部消防組合三原分署　予防係　 TEL0880-46-2629

火災警報器
性能・種類によって異なりますが、
3,000円程度から販売されています。

＊＊＊＊＊＊＊　注　意　＊＊＊＊＊＊＊
　住宅用火災警報器を取り付けて無いから
といって、罰則があるわけではありません。
罰則があるかのように言って、訪問販売する
悪徳業者には十分に注意して下さい。

平成24年の火災件数・救急件数について
●平成24年の火災件数　　　 0件
●平成24年の救急出場件数　81件　搬送人員79人
　（＊急病58人・交通事故5人・労働災害2人

一般負傷13人・転院0人＊）

　平成２５年１月６日（日）農業構造改善センターにおいて、消防出初式を実施しました。当日、三原
村長による消防団員の観閲や表彰が実施されました。寒波が訪れ大変寒い中、参加した消防団員・婦人
防火クラブ・消防職員一同が火災・災害の無い三原村を目指して新たな決意をしました。

消防出初式を実施しました消防出初式を実施しました



申告と納税はお早めに

公的年金等を受給されている方へ

所得税・贈与税 … 3月15日（金）
消費税・地方消費税

（個人事業者）  … 4月 1日（月）

●申告の対象者
　　　平成２５年１月１日現在三原村に居住する方。
　　　ただし、生活保護世帯の方と税務署へ確定申告をされる方を除きます。
●申告の対象となる期間
　　　平成２４年１月１日から同年１２月３１日までの１年間。
●申告に持参していただくもの
　　１．印鑑
　　２．所得を計算できる資料
　　　⑴　勤務先、事業所の発行した賃金、給料支払額報告書。
　　　⑵　農業・営業・その他の事業は、売上、支払、必要経費を計算できる資料・領収書・関係帳簿等。
　　　⑶　農機具等を購入した場合は、機種・年式等が確認できるもの。
　　３．所得控除の明細
　　　⑴　生命保険料（領収、証明書が必要）
　　　⑵　旧長期・地震保険料（領収、証明書が必要）
　　　⑶　医療費控除（本人及び扶養者の領収書）（※「医療費のお知らせ」は領収書とはみなされません。）

お問合わせは、役場税務係まで（☎46-2111）
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　平成２４年分の村県民税・国保

税の申告と納税相談を例年どおり

地区別で行います。

　右記の日程で都合が悪い方は、

３月１５日までに役場（税務係）で

申告してください。

　また、所得税の確定申告は、２月

１８日から３月１５日まで税務署

と役場で受け付けますが、地区別

の申告会場では資料持ち出しの都

合上対応できません。

　公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に

係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、

確定申告は必要ありません。

　税務署に電話をおかけになると音声ガイダンスでご案内します
ので、該当の番号を選択してください。
・確定申告に関する相談　　　　　「0番」　　・その他の相談　　「1番」
・納付やお尋ね文書に関する相談　「2番」

●所得税の確定申告が必要ないかたであっても、

　所得税の還付を受けるためには、確定申告書を

　提出する必要があります。

●所得税の確定申告が必要ない場合であっても、

　住民税の申告が必要な場合があります。

平成24年分

【平成25年度課税対象】【平成25年度課税対象】【平成25年度課税対象】

村県民税・国保税村県民税・国保税
の申告と
納税相談

村県民税・国保税村県民税・国保税
の申告と
納税相談

村県民税・国保税
の申告と
納税相談

2/18（月）～3/15（金）
＜土日祝日を除く＞

日程表 受付場所：各集会所

平成24年分の確定申告・納期限

詳細は、国税庁ホームページへ www.nta.g.jp　　　で　　　

　  所得税  　 …… 4月22日（月）
消費税・地方消費税

（個人事業者）  …… 4月24日（水）

納税は便利な口座振替をご利用ください【振替日】

検索国税庁

確  定  申  告

国税に関する一般的なご相談は
電話相談センターをご利用ください
国税に関する一般的なご相談は

電話相談センターをご利用ください
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　皆さんこんにちは！！ お正月はゆっくり休むことができましたか？
　去年の 12 月 21日に、関西空港から飛んで、マレーシアに寄って、オーストラリアのブ
リズベンに帰りました。ブリズベンは僕の古里ではないですが、三原村に生活している間、
私のほとんどの友達と家族はブリズベンに引っ越したため、去年のクリスマスはブリズベ
ンで過ごすことにしました。
　オーストラリアのクリスマス
と日本の正月は似ているとこ
ろがいっぱいあります。まず、
ほとんどの人々はクリスマスイ
ブから休んで、実家に帰って、
家族と一緒に過ごします。そし
て、クリスマスの日は友達たち
を訪ねたり、プレゼント交換を
したり、クリスマス的な食事を
一緒に食べたりします。日本の
初詣の習慣がないんですが、
キリスト教の人たちは必ず自
分が通っている教会に行っ
て、特別な礼拝に参加します。
紅白歌 合 戦に似ている”
carols by candlelight” と
いう皆が見るクリスマス・コン
サートもあります。オーストラリ
アは南半球から 12 月は真夏
で、クリスマスが終わってから
1月3日まではほとんどの人々
は海に行ったり、泳いだり、涼
しいところに行ったりして、正
月を過ごします。

ブリスベン市中央のクリスマス・ツリー

全国テレビで放送されたクリスマス・コンサート



はじめまして。

12月から図書室で働いている榎綾香です☆

大学では４年間英語を勉強していました。

日常英会話なら話すことができます。

中学生のみなさん授業でわからないところがあっても、先生忙しそ

うだな・・・　ってときにはぜひ図書室で一緒に勉強しませんか？

小学生のみんなも図書室に来て英会話に親しんでオーストラリア

の準備をしませんか？

本を読むだけが図書室ではないですよ

無料で観れる夜のムーンライト
シネマで涼しい夜を楽しんでいる人々

海でクリスマスを楽しんでいる人々雪がないので砂だるまをつくります

公民館図書室公民館図書室だよりだより公民館図書室公民館図書室だよりだより公民館図書室だより

中学校中学校だよりだより中学校だよりだより中学校だより

村民の皆さま

◯小中学校への「読み聞かせボランティア」に取り組んでいます。
　三原中学校では、生徒が小学校に出向いて絵本などの読み聞かせをしています。生徒

たちからボランティアを募り、１年生から６年生まで担当を決めて毎月取り組んでいま

す。朝の会前のわずかな時間ですが、小学生がとても楽しみにしてくれていることが励

みになっています。「大型絵本を読んでくれてありがとう。本が好きになりました」「すご

く楽しかった」と小学生からお礼の手紙も届きました。こうした取り組みを通して、心を

育てるとともに、小中学校の結びつきを深めていきたいと思います。

◯「廃品回収」「玉ねぎ苗販売」のお礼
　毎月７月に実施している三原中学校ＰＴＡ行事の「廃品回収」並びに生徒会が 11月

に取り組んでいる「玉ねぎ苗販売」の際には、保護者やたくさんの地域の方々にご協力を

いただき例年のように収益を得ることができました。

　この事業の収益金は、PTA活動や、生徒の部活動、生徒会活動に使わせていただきます。

　地域の方々のご協力やご支援に感謝いたします。ありがとうございました。

☆お知らせ☆
　2月 16 日 ( 土 ) は、13:15 ～ 17:15 まで図書室
を開けます。
　いつもは部活で来られない中学生のみなさん、
平日は仕事で寄れないというみなさんなど…
　この機会にぜひ本にふれる時間を作りましょう?

平日開館時間 8:30 ～ 17:15
( 要望があれば休日も開けます )

問い合わせ : 三原村中央公民館図書室
　　　　　　　　　　(TEL46-2559)
　　子どもの読書活動支援員　榎綾香

小学校での「読み聞かせ」

　オーストラリアでクリスマスを過ごしてから、12 月 31 日の午後大阪に
帰って、とても混んでいた新幹線と車で松山に行きました。来年からしばら
く日本で正月を過ごす機会がないから、今年はあまり休まずに日本的な正
月を過ごしたいと思いました。それで３１日の夜年越しそばを食べたり、お
せちも食べたり、1 月 1日と２日の間にお寺１５か所にまいりました。今年、
来年オーストラリアでできない正月を過ごせてよかったと思います！
　8月にオーストラリアに帰るまで、あと５ヶ月間、三原で頑張りたいと思います。
　２０１３年もよろしくお願いします！！



学校だより学校だより学校だより

小学校だより小学校だより小学校だより
◯「鉢花販売」のお礼
　11 月下旬に実施しました三原小学校 PTA 行事の「鉢花の販売」の際には、

保護者の皆様をはじめ、たくさんの地域の方々にご協力いただきありがとう

ございました。おかげさまで例年のように収益を得ることができました。

　この事業の収益金は、PTAの活動費や、学校行事の際に、有益に使わせていた

だきます。今後とも三原小学校PTA活動に、ご協力をよろしくお願いします。

　本当にありがとうございました。

　択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の北方四島は、歴史上、一度も外国の領土に

なったことのない日本固有の領土です。

【「知る事」が　四島返還の　第一歩】
（平成24年度北方領土返還要求運動に関する標語・キャッチコピー　最優秀作品）

北方領土返還要求運動高知県民会議

高知市本町1-6-24　高知商工会議所内

TEL：088（875）1170　e-mail soumu@cciweb.or.jp

2月は「北方領土返還運動全国強調月間」です。

三原小学校ＰＴＡ「優良PTA文部科学大臣表彰」受賞

　先輩方から引き継いできた三原小学校PTAの「鉢花販売」をはじめとするPTA活動に

対して、今年度文部科学大臣より「優良PTA文部科学大臣表彰」をいただきました。本年

度は高知県では三原小学校１校だけの受賞ということで、大変名誉なことと関係者一同

うれしく思っています。

　１１月２２日には、三原小学校 PTA 会長の沢良木孝行さんに、東京のホテルニュー

オータニでの授賞式に出席していただきました。

　今後も、三原小学校のPTA活動に対しまして、村の皆様のご支援・ご協力を、よろしく

お願いいたします。



税務係から
お知らせ

　11月 11日（日）、昨年に続いて第２回目となる「保小中合同発表会」が三原中学校体

育館で開催されました。当日は雨の中、たくさんの地域の方々が来てくださり、賑やかな

発表会になりました。

　今年度は「11月　みはら学びの月」の一環として、保小中そしてその後の学びへと、生

涯学習を意識した発表会でした。

　保育園児のかわいい「ダンス」や小学生の「音読」、中学生の「三原のむかしばなし」「職

場体験から学んだこと」「オーストラリア研修報告」、小中それぞれによる「合唱・合奏」

の発表など、盛りだくさんの内容を保護者や地域の皆様に楽しんでいただきました。特

に、今回は「伝承芸能　太刀踊り」を披露し、三原の伝統を受け継ぐ子どもたちの姿をみ

ていただくこともできました。

　お忙しい中、たくさんの地域の皆様に来ていただき、本当にありがとうございました。

全体にとても良い発表でした。

特に、保育園児のかわいいダン

ス、太刀踊り、小中学生の音楽発

表などは、舞台に映える見応え

のあるものでした。（感想より）

保小中合同発表会保小中合同発表会保小中合同発表会保小中合同発表会保小中合同発表会



給 食 大 会
　12月18日（火）、三原小学校・中学校を会場に「幡多地区学

校給食研究大会」が開催されました。

　大会テーマを「つなげる食育～保育所から小中学校へ」

とし、三原小学校の戸田景子栄養教諭が、保育所の取り組

みを小学校・中学校へつなげるという内容で発表をしまし

た。また、小学校１年生から中学校３年生までが、小中で連

携して取り組んでいる食育の公開授業を行いました。大会

には財団法人高知県学校給食会の会長さんや理事長さん

も参加してくださり、「三原村の食育の授業の質の高さに

びっくりしました。」とお褒めの言葉をいただきました。

　記念講演は、「世界最先端の農業で　安心・安全なトマ

トづくり」という演題で四万十みはら菜園社長の小八木

喜尊さんが講演をしてくださり、参加者からは「身近に

これほどすばらしい施設や技術があったのかとびっく

りした。」という感想をいただきました。

　給食大会では、たくさんの人々にご協力をいただきま

した。給食の試食では給食センターの方々に、休憩時間

には幡多郡栄養職員部会の方々においしい手作りおや

つを用意していただきました。四万十みはら菜園の小八

木さんには、トマト商品を試食させていただきました。

参加者には「とてもおいしく、感動しました。」と、とても

喜んでいただきました。また、三原村食生活改善推進委

員（ヘルスメイト）の皆さんには、小中学校の「食育」授業

の取り組みの中で、津野会長さんを中心に調理実習等に

ご協力をいただき、大会当日もたくさんの方が参観して

くださいました。

　三原村森林組合の皆さんには木片のしおりを、中学校

あすなろ学級の皆さんには手作りのコースターを、森本

さん、矢野さんにはたくさん柚をいただき、参加者にお

土産として渡すことができました。

　ご協力をいただいたたくさんの方々に心より感謝申

しあげます。本当にありがとうございました。

全体会 小学校の授業風景 中学校の授業風景

開会行事

四万十みはら菜園社長小八木さんの講演

休憩時間（おやつの試食）



１．国民健康保険被保険者証の
更新について

　現在お持ちの国保の保険証の有効期限は平成２５年３月

末日までです。

　平成２５年３月下旬には新しい保険証の郵送を行います。

　国保税の滞納がありますと、通常の保険証の交付ができ

ず、『短期証』や『資格者証』をお渡しすることになりますの

で、納め忘れがないか今一度ご確認をお願いします。

　なお、７５歳以上の方の後期高齢者医療保険の保険証は平

成２５年７月３１日まで使えます。

　平成２５年３月の更新は国保のみですので、お間違いの無

いようにお願いします。

２．高齢受給者証について

　７０歳から７４歳の方は、病院にかかるときは「高齢受給

者証」と「保険証」を持参してください。

高齢受給者証の対象となる方は
　次のすべてにあてはまる方が対象となります。

　・国民健康保険に加入している方

　・７０歳から７４歳の方

　・後期高齢者医療制度の適用を受けていない方

　７０歳を迎える誕生月の翌月（各月の１日生まれの方は、誕生月）の１日適用になりますので

７０歳になるまでに郵送いたします。手続きは必要ありません。

不明なことなど住民課国保係（電話４６－２８２７）までお願いします。

三原保育所入所あんない三原保育所入所あんない三原保育所入所あんない三原保育所入所あんない 受付期間
平成２５年２月４日 (月 )～２月２２日 (金 )

受付期間
平成２５年２月４日 (月 )～２月２２日 (金 )三原保育所入所あんない

　４月から新たに三原村立三原保育所に入所を希望される方

について、住民課（保健センター内）で入所の手続きを行いま

す。申請の際には印鑑及び源泉徴収票をお持ちの方は世帯員の

平成２４年分の源泉徴収票をご持参ください。また年度途中に

入所することもできます。

※現在入所されている児童については、継続入所の希望調査　

　について保護者の方へ通知します。

《入所希望理由について》
　保育所は、保育に欠ける児童を収容する施設です。したがって、就学前の教育のため、また本
人が希望するからという理由では入所できません。
　保育所に入所できる児童は、その家庭が次のいずれかの事情にある場合です。

○昼間に居宅外で労働することを常態としていること
○昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること
○妊娠中であるか、または出産後間がないこと
○病気やケガにより、または精神や身体に障害を有していること
○長期にわたる病人や心身に障害を有する状態にある家族を常時介護していること
○震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっていること
○求職活動していること

問い合わせ　　三原村保健センター内、住民課保育係　　電話　４６－２４０４















1月17日（木）若あゆ会と昔あそびをしたよ!!若あゆ会と昔あそびをしたよ!!若あゆ会と昔あそびをしたよ!!

はばたけ！！！！未来へ！！！！はばたけ！！！！未来へ！！！！はばたけ！！未来へ！！


